
尼崎市武庫之荘８丁目１０８番

戸建住宅地

一般住宅のほかにマ
ンション等も見られ
る既成住宅地域

14

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 30 40 40 戸建住宅地

-

１中専(70,200)
準防

尼崎市内住宅地域の需要は利便性や住環境の良好なエリアを中
心に全般的に底堅いが、金利や建築費の動向には引き続き注視
が必要。

一般住宅のほかにマンション等も見られる住宅地域にあって、
駅から距離を有するものの住環境は概ね良好で、地価は上昇傾
向にある。

個別的要因に変動はない。

一般住宅のほかにマンション等も見られる既成住宅地域にあって、自用目的の取引が中心である。周辺では共同住宅等も
見られるが、基準地の地積及び間口・奥行等の関係から、経済合理的な経営が可能となる賃貸住宅の建設が困難と判断し
たため、収益還元法の適用は断念した。よって、居住快適性や住環境が重視される住宅地域であることから、実証的な比
準価格を標準に、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅のほかにマンション等も見られる既成住宅地域に存し、周辺においては農地の住宅地転用も散見され、今後も住
宅地域として成熟していくと予測する。地価は若干の上昇基調にて推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 189,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

191,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 18

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

0.0

+6.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅北西
1.9km

阪急武庫之荘
1.9km

(8)

西6m市道

１中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位　北、　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「武庫之荘８－１２－１８」

②地積

（㎡）

186

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

191,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

194,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.1％ ％

100.8 ］

100.3［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

191,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+5.0

+39.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

275,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

143.0 ］

102.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 8日令和 6年 7月 1日

35,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 191,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

150,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、尼崎市北部における阪急神戸本線沿線を中心とした住宅地域である。需要者の中心は、同沿線沿いの市内
居住者であるが、周辺他市からの転入も散見される。一般住宅のほかにマンション等も見られる既成住宅地域に存し、駅
から距離を有するものの住環境は概ね良好であり、需要は底堅く、地価はやや上昇傾向にある。需要の中心価格帯は画地
規模により様々であるが、基準地と同程度の規模の土地で３，５００万円前後となる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社谷澤総合鑑定所神戸支社

石川 太朗



尼崎市大庄西町４丁目１５７番１

戸建住宅地

小規模住宅が密集す
る中に、共同住宅も
見られる住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 20 20 20 戸建住宅地

-

１住居(70,160)
準防

尼崎市の住宅地の地価は緩やかな上昇傾向で推移する地域が多い
が、物価や建築費の上昇により土地値が圧迫される地域も見られ
る。

地域要因に特別な変動は認められないが、物価や建築費上昇の影
響で上値が重く、地価は横這い程度で推移している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は戸建住宅を中心とする住宅地域であり、市場においては自己居住用不動産の取引が中心となるため、比準価格の
規範性は高い。また、対象基準地は地積が小さく経済合理的な賃貸住宅の建設ができないため、収益還元法は適用できなか
った。よって、比準価格を採用し、標準地の価格との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ３

戸建住宅を中心とする住宅地域として概ね成熟しており、今後も現状のまま推移するものと予測する。物価や建築費上昇の
影響で上値が重く、地価は当面横這い程度で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 157,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

157,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 44

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+7.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神尼崎センタープー
ル前駅北西
850m

阪神尼崎センタープール
前
850m

(8)

北4m市道

１住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,160)

特にない 基準方位　北、　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「大庄西町４－１０－６－１」

②地積

（㎡）

72

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

5.5  ｍ、　奥行　約 13.5  ｍ、　規模 75  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

157,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

167,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

103.8 ］

100.3［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 19日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

11,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 157,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

125,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市及びその周辺の住宅地域であるが、尼崎市の南西部、阪神本線沿線に広がる住宅地域が中心となる。旧
来からの住宅地域で需要者は地元に地縁を有する一次取得者が多い。小規模な住宅地で価格が手頃であるが、物価や建築費
上昇の影響で上値が重く、地価は横這い程度で推移している。規模等により様々であるが、土地は１千万円台半ば、新築建
売住宅は３千万円台半ばが取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

小杉不動産鑑定士事務所

小杉正樹



尼崎市富松町３丁目２２０番２外

戸建住宅地

一般住宅を中心に共
同住宅も見られる住
宅地域

14

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 35 25 50 戸建住宅地

-

１中専(70,200)
準防

地区計画等

景気は足踏みも見られるが緩やかに回復し、雇用情勢は改善の動
きが見られ、住環境や利便性が優る地域を中心に住宅需要は堅調
である。

地域要因に特段の変動は見られず、最寄駅への接近性はやや劣る
ものの、住環境は比較的良好な地域であり、地価は堅調に推移し
ている。

個別的要因に変動はない。

自用の戸建住宅等を中心とする住宅地域で、交通利便性がやや劣ること等から賃貸経営上合理的な共同住宅等の建築を想定
することがやや困難なため収益還元法の適用は断念した。周辺には賃貸物件等も一部に見られるが、当該地域においては居
住の快適性及び利便性等を重視した自己居住目的の取引が中心であることから、市場の特性を反映した規範性の高い比準価
格を採用し、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

地域要因に大きな変動は見られず、一般住宅を中心とした住宅地域として当面は現状を維持するものと見込まれる。居住環
境が良好な住宅地域で需要は安定していることから、地価は堅調に推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 220,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

222,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 8

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+1.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急塚口駅北西
1.8km

阪急塚口
1.8km

(8)

東5m市道

１中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
地区計画等
(70,200)

特にない 基準方位：北、
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「富松町３－３６－２２」

②地積

（㎡）

232

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 230  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

225,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

227,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.3％ ％

104.0 ］

100.9［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

223,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+4.0

+20.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

275,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

123.5 ］

102.2［ ］ 101.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 20日 正常価格

令和 6年 7月 8日令和 6年 7月 1日

52,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 225,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

175,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は主に阪急神戸本線及び一部に阪急伊丹線を含む沿線を中心とする尼崎市北部及びその周辺の住宅地域であり、
主な需要者の属性は概ね圏域内の居住者等が中心で周辺地域からの需要も一部見られる。人気の高い阪急沿線で、最寄駅へ
はバス圏ではあるものの、居住環境は比較的良好であることから、地価は概ね堅調に推移している。近隣地域及びその周辺
で取引される中心価格帯は、標準的規模の土地で５，０００～５，５００万円程度と思われる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

阪神アプレイザルサービス

長谷川 一成



尼崎市武庫之荘４丁目８９番

低層住宅地

中規模の一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

14

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 120 40 低層住宅地

-

１低専(60,150)
地区計画等

市の人口は微減傾向で推移しているが、住宅地の需要は安定して
おり、中北部の優良住宅地を中心に、地価はやや上昇している。

地域要因に大きな変動はないが、阪急沿線の宅地需要は根強く、
地価は上昇傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域周辺には賃貸マンション等も見られるが、収益目的での取引は殆ど無く、専ら自己利用目的の取引が中心である。
収益価格を試算したが、土地価格に見合う賃料水準が形成されておらず、また、低層住宅地域で延床面積等の制限もあり、
試算価格は低位に求められた。収益性よりも居住の快適性が重視される住宅地域であることから、収益価格は参考に留め、
比準価格を標準に、周辺標準地及び指定基準地との価格検討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模戸建住宅の建ち並ぶ住宅地域で良好な住環境を形成しており、今後も現環境を維持して推移するものと予測する。武
庫之荘駅徒歩圏の需要は多く、地価は上昇傾向が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 296,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

301,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+4.0

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅北西
820m

阪急武庫之荘
820m

(8)

西6m市道

１低専
(60,150)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「武庫之荘４－８－７」

②地積

（㎡）

370

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.5  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 350  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

302,000 円／㎡

167,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

348,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.0％ ％

113.4 ］

100.9［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

303,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

-10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

275,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

90.0 ］

102.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 25日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

112,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 302,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

240,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は武庫之荘をはじめとする尼崎市北部の阪急沿線で、住環境の良い住宅地域である。需要者は高所得者層が多く、
市外からの転入も認められる。中規模の戸建住宅が建ち並ぶ良好な住環境から、市内では優良住宅地としての選好性は高く、
地価は上昇傾向で推移している。需要の中心となる価格帯については、画地規模により様々で、５，０００万円以上の高額
取引が多い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘



尼崎市名神町３丁目３０番

戸建住宅地

中規模一般住宅のほ
かに共同住宅等も見
られる住宅地域

19

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 20 50 低層住宅地

-

１住居(70,200)
準防

尼崎市内の人口は変動幅が小さく微減傾向で推移している。市内
の住宅地に対する需要は概ね堅調である。

既成の住宅地域であり、地域要因に大きな変動はない。最寄り駅
からやや離れているが、周辺には一通りの生活利便施設が揃って
いる。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及び周辺の類似地域は自用目的の取引が中心である。また、画地規模等を踏まえると経済合理的な賃貸住宅の経営
が困難なため収益還元法の適用は断念した。比準価格は同一需給圏内で実際に売買された不動産の取引価格を基礎とし、市
場性が反映された実証性の高い価格と判断する。したがって、比準価格を採用し、標準地及び指定基準地との検討も踏まえ
て、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

建築中

中規模一般住宅のほかに共同住宅等も見られる住宅地域であり、地域要因に大きな変動はなく現状を維持するものと予測す
る。尼崎市内の住宅需要の高まりを受けて、当該地域の地価は強含みで推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 179,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

185,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 41

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-5.0

+3.0

-6.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急塚口駅南東方
1.8km

阪急塚口
1.8km

(8)

東8m市道

１住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位　北、　
８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

100

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

184,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

165,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.8％ ％

90.1 ］

101.0［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

184,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+3.0

+3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

190,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

104.0 ］

102.6［ ］ 101.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

18,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 184,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

145,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市中部で、阪急神戸本線、ＪＲ東海道本線沿線を中心に他の沿線の一部を含む住宅地域である。需要者は
地元の居住者のほか圏外からの転入者も見られ、一次取得者層の住宅購入や中高年層の住み替え等が中心である。類似地域
内の需給動向は、最寄り駅からやや離れているものの、周辺には一通りの生活利便施設が揃っている既成住宅地域であり、
需給は概ね安定している。中心価格帯は、土地で１，５００万円から２，０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社アレイズ兵庫事務所

川端　良明



尼崎市塚口町５丁目２０番１４

戸建住宅地

中規模の一般住宅が
建ち並ぶ既成住宅地
域

14

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 50 20 20 戸建住宅地

-

１低専(60,150)

尼崎市の人口は微減、世帯数は微増傾向が続く。住宅地への需要
は武庫之荘・塚口エリアは根強く、他のエリアも概ね堅調。

駅徒歩圏にある住環境が良好な住宅地で根強い需要があり、地価
はやや上昇で推移。

個別的要因に変動はない。

後記３、（３）記載理由により収益価格は試算していない。快適性を重視する住宅地域であるため、自己使用目的で取引さ
れ、取引価格の水準を指標に価格決定されることが一般的と認められる。したがって、比準価格をもって鑑定評価額を上記
の通り決定した。なお、下記標準地・指定基準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域で、今後とも現状の住環境を維持するものと予測する。根強い需要があり、地価水
準はやや上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 267,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

273,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 37

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+5.0

+7.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急塚口駅西方
900m

阪急塚口
900m

(8)

北4m市道

１低専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

155

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 160  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

274,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

309,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.6％ ％

114.6 ］

101.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

273,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

0.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

275,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

99.9 ］

102.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 19日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

42,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 274,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

215,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね尼崎市北部の阪急神戸本線及び同伊丹線並びにＪＲ福知山線沿線の住宅地域。需要者の中心は尼崎市内の
居住者で、他市からの転入もある。駅徒歩圏に位置し住環境も良好であるため選好性が高く、根強い需要がある。対象基準
地と同規模の土地は４，３００万円程度、新築建売住宅は５，０００～６，０００万円が取引の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



尼崎市田能５丁目７１５番１３外

戸建住宅地

一般住宅に、マンシ
ョン、店舗、駐車場
等が混在する住宅地
域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 20 30 戸建住宅地

-

１中専(70,200)
準防

尼崎市は、工業都市、また大阪・神戸のベッドタウンとして発展
してきたが、近年は人口微減傾向にある。

特筆すべき要因変化はない。

個別的要因の変動は特にない。

画地規模が小さく、経済合理的な経営が可能となる賃貸住宅の想定が困難であるため、収益還元法の適用を断念した。近隣
地域は、戸建住宅を中心とする住宅地域であり、取引は自己使用目的が中心となるため、取引価格を指標として価格水準が
形成される傾向にある。したがって本件においては、不動産の市場性に着目した実証的な価格である比準価格を標準として、
類似標準地及び指定基準地との均衡に留意し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

地域要因に格別の変動はなく、当分の間、概ね現状を維持するものと予測する。地価は緩やかな上昇傾向で推移するものと
予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 126,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

128,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 17

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+7.0

+14.0

-8.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ猪名寺駅北東
1.1km

ＪＲ猪名寺
1.1km

(8)

北西5m市道

１中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
居住誘導区域内

(70,200)

特にない 基準方位北　　　
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「田能５－３－２６」

②地積

（㎡）

99

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0 ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 100 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

128,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

144,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6％ ％

110.0 ］

100.7［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

128,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

0.0

+21.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

155,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

122.2 ］

100.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 20日 正常価格

令和 6年 7月 1日令和 6年 7月 1日

12,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 128,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

100,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ福知山線及び阪急神戸本線沿線を中心とした尼崎市北東部の圏域。主な需要者は尼崎市及び周辺諸都市の
居住者であり、これらの者が需要の大半を占めている。一般住宅に、マンション、店舗、駐車場等がみられる住宅地域であ
るが、最寄り駅への接近性はやや劣る。地価は緩やかな上昇傾向で推移している。需要の中心価格帯は、土地で１０００～
１５００万円程度、新築建売住宅は３０００万円台の物件である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

天海建物株式会社

金甲烈



尼崎市金楽寺町２丁目３０６番

戸建住宅地

小規模一般住宅にア
パ－ト等が混在する
住宅地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 30 20 20 戸建住宅地

-

１住居(70,200)
準防

尼崎市内の住宅地域の地価は、一部の地域を除き、やや上昇傾向
である。

やや駅距離を有する住宅地域であるが、住環境は比較的良好で需
要は堅調であるため、地価はやや上昇傾向である。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸アパート等の収益物件も見られるが、小規模な土地の場合、投資額に見合う賃貸住宅を建築して運営すること
が困難であるため収益還元法の適用を断念した。従って、指定基準地とのバランスを検討のうえ比準価格をもって鑑定評価
額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｓ３

小規模一般住宅を中心にアパート等も見受けられる住宅地域で、今後とも現状のまま推移すると予測する。やや駅距離を有
するものの、住環境に恵まれた住宅地域で、地価はやや上昇傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 176,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

179,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 35

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-3.0

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ尼崎駅南西
1.1km

ＪＲ尼崎
1.1km

(8)

北6m市道

１住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位北、　　
　６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「金楽寺町２－１５－２６」

②地積

（㎡）

66

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 10.0  ｍ、　規模 70  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

179,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

185,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.7％ ％

103.9 ］

100.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

178,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

-1.0

-8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

157,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

88.3 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 14日 正常価格

令和 6年 7月 1日令和 6年 7月 1日

11,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 179,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

140,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ東海道本線・阪神本線沿線で、尼崎市内の住宅地域が中心である。外部から積極的な移転需要はなく、主
たる需要者は尼崎市及び隣接市の居住者が中心である。やや駅距離を有するものの、居住環境に恵まれており、住宅需要は
概ね堅調である。土地は１００㎡未満で１，１００～１，５００万円程度、新築の戸建物件は３，０００万円～３，２００
万円程度が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

第2分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社東亜立地鑑定

浅阪将生



尼崎市南塚口町７丁目１２４番

低層住宅地

中規模一般住宅の中
に共同住宅等も見ら
れる住宅地域

14

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 40 20 30 低層住宅地

-

１中専(70,200)
準防

尼崎市内の住宅地価格は、大きな変動要因は見当たらないが、利
便性があり、地価は堅調に推移している。

居住環境及び利便性は概ね良好程度で、一定の需要を存し、地価
は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は戸建住宅を中心とする住宅地域であり、市場においては自己居住用不動産の取引が中心となるため比準価格の規
範性は高い。一方、周辺に賃貸マンションも見られるが、地主が遊休不動産を利用したものが多く、収益が地価を形成する
までには至っていないため収益価格は相対的に規範性が劣る。よって、比準価格を採用し、収益価格を参考程度とし、標準
地及び指定基準地の価格との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模一般住宅を中心に共同住宅も見られる住宅地域として概ね成熟しており、今後も現状を維持して推移するものと予測
する。居住環境及び利便性は概ね良好で、地価は強含みと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 255,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

262,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 37

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+6.0

+15.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急塚口駅南西
1km

阪急塚口
1km

(8)

北6m市道

１中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位　北、
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「南塚口町７－２５－２０」

②地積

（㎡）

211

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0 ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 210 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

261,000 円／㎡

178,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

309,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.4％ ％

119.5 ］

101.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

260,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

+6.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

275,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

104.9 ］

102.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 14日 正常価格

令和 6年 7月 1日令和 6年 7月 1日

55,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 261,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

205,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市及びその周辺の住宅地域であるが、阪急神戸線沿線に広がる尼崎市北部の住宅地域が中心となる。需要
者は尼崎市内の居住者が多いが、周辺市域からの転入も見られる。居住環境及び利便性は概ね良好程度で、住宅地の需給は、
強含み程度である。土地については対象基準地と同様の規模で５０００万円台半ばであるが、近年では細分化した建売分譲
が多く見られる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

11 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社　三ツ矢不動産鑑定

布谷嘉浩



尼崎市食満７丁目４２９番

低層住宅地

中規模一般住宅のほ
かにマンション等が
見られる住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北15 25 30 50 低層住宅地

-

１中専(70,200)
準防

尼崎市は、快適性・利便性等の差異により選好性が地域により異
なるため、地価も用途・エリア等により異なる傾向にある。

中規模一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域である。需要は弱含み
傾向にあり、地価も横ばい～やや上昇傾向にある。

個別的要因の変動はない。

近隣地域は、中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、自己利用目的の取引が中心となっている。一部共同住宅も見
られるが、最寄り駅まで遠く、賃貸需要も弱いため、経済合理的な経営が可能となる賃貸住宅の建設が困難と判断されるた
め、収益還元法の適用は断念した。したがって本件においては、市場性を反映し、信頼性のある複数の取引事例から求めら
れた実証的な比準価格を標準とし、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模一般住宅・マンション等が見られる住宅地域である。周辺地域では取引が活発化していたが、現在は沈静化している。
そのため地価も横ばい～やや上昇傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 155,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

156,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

+40.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急園田駅北西
1.3km

阪急園田
1.3km

(8)

西6m市道

１中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位北　　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「食満７－２８－１２」

②地積

（㎡）

201

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0 ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 200 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

156,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

216,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.6％ ％

140.0 ］

101.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 7日令和 6年 7月 1日

31,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 156,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

125,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね阪急神戸線・ＪＲ沿線を中心とした尼崎市北東部及びその周辺の住宅地域である。需要者の中心は、市
内在住の一次取得者層である。旧来からの住宅地域であるが、最寄り駅への接近性が劣るため、需要はやや弱い傾向にある。
基準地と同規模の土地で３，０００～３，２００万円程度、新築の戸建物件はエンドユーザー向けに規模を抑え、総額３，
６００万円までが取引の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

12 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

かりゆし不動産鑑定

竹之内　浩



尼崎市南武庫之荘４丁目１０６番

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ整然とした住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 0 20 戸建住宅地

-

１低専(60,150)

国債購入額の縮小決定から長期金利の上昇等が懸念される。資源
高、円安等事業環境の不透明感が継続している。地価は、三極化
が進む。

地域要因に特段の変動は見られず、地価はやや上昇傾向で推移し
ている。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は、中規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域であり、個人需要者による自用取引が中心である。よって、取引
の指標は収益性よりも居住快適性等が重視され、さらに行政的規制等により経済合理的な経営が可能となる賃貸住宅を建築
することが困難であることから、収益還元法の適用は断念した。以上より、現実の不動産取引市場を反映した実証的な価格
である比準価格を標準に、代表標準地価格との均衡に留意して、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模一般住宅を中心とする住宅地域であり、特段の地域変動要因はなく、今後も現状維持程度の推移と予測する。需給バ
ランスは安定しており、地価は上昇傾向にあると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 275,000円／㎡

公示価格 277,000円／㎡

標準地番号 尼崎 12-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

281,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 12

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅南西
800m

阪急武庫之荘
800m

(8)

南6m市道

１低専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「南武庫之荘４－７－１１」

②地積

（㎡）

201

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.5  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

281,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

277,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.2 +1.4％ ％

100 ］

101.4［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 17日 正常価格

令和 6年 7月 3日令和 6年 7月 1日

56,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 281,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

220,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市内北部、阪急神戸線沿線徒歩圏の住宅地域である。需要者は、阪神間の通勤者を主とした中所得者層が中心
である。住宅選好性の比較的高い旧来からの住宅地域として、需給バランスは概ね良好である。需要の中心価格帯は、対象
基準地と同規模の土地で、５，５００万円前後、建物は注文住宅が多い。なお、細分化された土地で２，５００万円前後、
新築の建売住宅では４，５００万円前後と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 14－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

14 兵庫県

所属分科会名

第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

かもめの不動産鑑定株式会社

谷詰　岳史



尼崎市三反田町２丁目５１９番３０

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

19

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 15 25 戸建住宅地

-

１住居(70,200)
準防

取引件数は減少、新設住宅着工戸数は増加。利便性の高い地域で
は住宅需要は堅調であり、取引価格は上昇傾向。

地域要因に大きな変化は見られないが、周辺住宅地の地価動向の
影響も受け、地価は概ね上昇傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

周辺には共同住宅等も見られるが、画地規模が小さく経済合理的な賃貸経営が可能な建物の建築が困難であり、また、自己
使用の戸建住宅が主で、経済的に賃貸事業が成り立つ地域ではないため、収益還元法は非適用とした。一方、利便性を重視
する住宅地域では主たる需要者は近隣の取引相場を指標に意思決定するのが通常であり、比準価格の規範性は高い。よって、
比準価格を標準に、規準価格、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、地域要因に大きな変動はなく、今後とも同様の住環境を維持し、上昇傾向で
推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 170,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

175,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 16

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ立花駅東方
1km

ＪＲ立花
1km

(8)

北6m市道

１住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない。 基準方位　北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「三反田町２－３－８」

②地積

（㎡）

168

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

175,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

188,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.9％ ％

104.9 ］

100.8［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

175,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

+7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

190,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

108.1 ］

102.6［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 15日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

29,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 175,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

140,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ東海道本線沿線を中心とした、尼崎市中部の住宅地域である。需要者の中心は、概ね３０～４０代の１
次取得者層で尼崎市に地縁のある市内居住者である。生活利便施設が集積するＪＲ立花駅からやや距離があるが、中小規模
の比較的割安な価格帯の住宅供給があることから一定の需要が認められ、下記一般的要因等の影響で地価は上昇傾向。中古
の戸建住宅で２，５００万円前後、新築の建売住宅で４，０００万円台が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 15－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

15 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

岡田不動産鑑定

岡田　文



尼崎市東本町２丁目１０７番

戸建住宅地

一般住宅にアパート
、小工場等の混在す
る地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 20 30 戸建住宅地

-

準工(70,200)
準防

国債購入額の縮小決定から長期金利の上昇等が懸念される。資源
高、円安等事業環境の不透明感が継続している。地価は、三極化
が進む。

地域要因に特段の変動は見られず、地価は若干の上昇傾向で推移
している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は、一般住宅のほか工場、作業所が存する住工混在地域であり、自用取引が中心である。取引市場においては、収
益性が取引の指標となっておらず、さらに対象基準地は規模が小さく、経済合理的な賃貸住宅の経営が困難と判断したため、
収益還元法の適用を断念した。以上より、現実の不動産取引市場を反映した実証的な価格である比準価格を標準に、地価公
示標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｓ２

旧来からの作業所等が多い住工混在地域であり、中長期的には住宅色を強めていくものと予測する。住宅選好性はやや劣る
ものの、駅徒歩圏であり一定の需要が認められることから、地価は若干の上昇傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 135,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

135,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 25

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+4.0

+14.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神大物駅南
650m

阪神大物
650m

(8)

北6m市道

準工
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特記すべき事項はない。 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

115

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

136,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

161,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.7％ ％

118.6 ］

100.7［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

134,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

-2.0

+34.0

-8.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

157,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

117.2 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 17日 正常価格

令和 6年 7月 3日令和 6年 7月 1日

15,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 136,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

110,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、尼崎市を中心とした阪神電鉄本線沿線徒歩圏の住宅地域である。圏内における国道４３号以南は、旧来から
の工場、作業所も多く混在しており、住宅選好性はやや劣るものの、駅徒歩圏であり一定の需要が認められる。需要者は、
阪神間の通勤者が中心であり、需要の中心価格帯は、対象基準地と同規模の土地で１，５００万円程度、新築戸建総額で３，
５００万円前後と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 16－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

16 兵庫県

所属分科会名

第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

かもめの不動産鑑定株式会社

谷詰　岳史



尼崎市昭和通２丁目８３番１９外

戸建住宅地

小規模一般住宅が密
集する住宅地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 15 50 戸建住宅地

-

２住居(70,176)
準防

景気は足踏みも見られるが緩やかに回復し、雇用情勢は改善の動
きが見られ、住環境や利便性が優る地域を中心に住宅需要は堅調
である。

地域要因に特段変動は見られず、小規模住宅が密集し選好性はや
や弱いが、最寄駅への接近性は良好であり、地価は底堅く推移し
ている。

個別的要因に変動はない。

標準的な画地規模が小さく市場性のある共同住宅の建築を想定することが困難であり、また経済合理的に戸建住宅の賃貸事
業が成り立つ地域ではないため収益還元法の適用は断念した。近隣地域及びその周辺の住宅地域においては、居住の快適性
及び利便性を重視した自己居住目的の取引が中心であることから、市場の特性を反映した規範性の高い比準価格を採用し、
地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ３

地域要因に大きな変動は見られず、小規模一般住宅が密集する住宅地域として当面は現状を維持するものと見込まれる。最
寄駅へは徒歩圏内で利便性が良好であることから、概ね地価は底堅く推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 193,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

194,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 33

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+1.0

-15.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神尼崎駅北東
550m

阪神尼崎
550m

(8)

東4.4m市道

２住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,176)

特にない 基準方位：北、
４．４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「昭和通２－６－７」

②地積

（㎡）

110

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.5  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 110  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

196,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

168,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6％ ％

88.4 ］

100.9［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

194,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-6.0

-12.0

-1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

157,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

81.9 ］

100［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 20日 正常価格

令和 6年 7月 8日令和 6年 7月 1日

21,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 196,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

155,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は主に阪神本線及び一部ＪＲ神戸線を含む沿線を中心とする尼崎市南部及びその周辺の住宅地域。主な需要者は
概ね圏域内に地縁を有する市内居住者等が中心で圏域外からの需要はやや少ない。国道に近い既成住宅地域で選好性はやや
弱いが、最寄駅から徒歩圏で利便性は比較的良好であり、地価は底堅く推移している。近隣地域及びその周辺での中心価格
帯は、標準的規模の土地で２，０００万円台前半程度、新築戸建住宅で４，０００万円前後と思われる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 17－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

17 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

阪神アプレイザルサービス

長谷川 一成



尼崎市立花町２丁目１０４番１

戸建住宅地

一般住宅、マンショ
ン等が混在する既成
住宅地域

19

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 60 30 30 戸建住宅地

-

２中専(70,200)
準防

尼崎市の人口は概ね横ばいで推移している。地価は、居住環境・
利便性の良好な地域のみならず、全体的にやや上昇傾向となって
いる。

最寄駅から徒歩圏の既成住宅地域であり、地域要因に特段の変動
はない。

個別的要因に特段の変動はない。

周辺に賃貸共同住宅等の収益物件も見られるが、自用目的の取引が中心である。また対象基準地は画地規模が小さいこと等
から経済合理的な賃貸住宅の建築は困難であるため、収益還元法の適用は断念した。よって、公示価格を規準とした価格及
び指定基準地からの検討を踏まえたうえで、信頼性・規範性の認められる取引事例より求めた比準価格を採用し、鑑定評価
額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅、共同住宅等が見られる駅徒歩圏の住宅地域であり、当面の間、現状のまま推移すると思われる。需要は底堅く、
地価は上昇傾向にて推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 229,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

234,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 36

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-3.0

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ立花駅北東
440m

ＪＲ立花
440m

(8)

南6m市道

２中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない。 基準方位　北　
６ｍ市道　　　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「立花町２－１１－２７」

②地積

（㎡）

166

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

235,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

207,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.6％ ％

92.2 ］

101.0［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

236,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-5.0

-13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

190,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

82.7 ］

102.6［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 18日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

39,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 235,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

190,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ東海道本線を中心とする住宅地域で、概ね尼崎市中部の圏域である。需要者の中心は、尼崎市居住者が
多くを占めるほか、阪神間の近隣市域からの流入も見られる。最寄駅から徒歩圏で商店街等も近く利便性は良好であり、居
住環境も比較的良好であることから、需要は堅調で地価は強含みである。土地は中規模の住宅用地で３５００万円～４００
０万円程度、小規模な新築建売住宅で４５００万円前後の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 18－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

18 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社夙川不動産鑑定

山本　考一



尼崎市東難波町３丁目１２４番外

戸建住宅地

一般住宅、アパート
等が混在する住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 15 15 低層住宅地

-

２中専(70,200)
準防

尼崎市においては、人口は微減傾向にあり、個人消費は緩やかに
改善しており、雇用環境も改善が続く中、賃上げが広がっている。

最寄り駅からはやや離れているが、生活利便性の高い地域での需
要は堅調で、地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸アパート等の収益物件も見られるが、標準的な画地規模が小さいことなどから市場性のある共同住宅の想定が
困難であり、また経済合理的に戸建住宅の賃貸事業が成り立つ地域ではないため収益価格は試算しなかった。従って、代表
標準地との秤量的検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域で、今後とも現状を維持するものと予測する。生活利便性の高い地域
であるため需要は堅調で、地価は上昇傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 190,000円／㎡

公示価格 191,000円／㎡

標準地番号 尼崎 31-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

195,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 31

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神尼崎駅北西
1.3km

阪神尼崎
1.3km

(8)

南6m市道

２中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位北、　　
　６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「東難波町３－６－２２」

②地積

（㎡）

112

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 110  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

195,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

191,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.6 +2.1％ ％

100 ］

102.1［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 18日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

21,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 195,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

150,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ東海道本線・阪神本線沿線で、概ね尼崎市南部の住宅地域。需要者は尼崎市及び隣接市居住者が中心とな
っている。最寄り駅からはやや離れているが、生活利便性の高い地域であることから、需要は堅調である。土地は１００㎡
で２，０００万円前後、新築建売住宅は４，０００万円前後が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 19－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

19 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

澤田不動産鑑定士事務所

澤田良一



尼崎市武庫町１丁目１３番

低層住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

14

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 20 40 低層住宅地

-

対象基準地と同じ

尼崎市は、工業都市、また大阪・神戸のベッドタウンとして発展
してきたが、近年は人口微減傾向にある。

特筆すべき要因変化はない。

個別的要因の変動は特に認められない。

周辺には賃貸マンションも見られるが、近隣地域は自用の戸建住宅を中心とする住宅地域であり、価格形成においては収益
性ではなく居住の快適性や利便性が重視される。また、土地価格に見合った賃料が得られていないこと等により収益価格は
低く求められ、規範性は劣る。よって、現実の市場を反映し規範性の高い比準価格を重視し、収益価格を参考に留め、標準
地・指定基準地の価格との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

低層住宅地域としてほぼ成熟しており、今後も現状のまま推移するものと予測する。地価はやや上昇傾向で推移するものと
予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 229,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

236,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 20

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-3.0

-12.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅西
1km

阪急武庫之荘
1km

(8)

西4.8m市道

１低専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
４．８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「武庫町１－２－６」

②地積

（㎡）

219

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

235,000 円／㎡

124,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

207,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.6％ ％

88.8 ］

101.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

234,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+2.0

+12.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

275,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

116.5 ］

102.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 21日 正常価格

令和 6年 7月 6日令和 6年 7月 1日

51,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 235,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

185,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市内の阪急武庫之荘駅周辺の住宅地域が中心となる。需要者は尼崎市に居住する一次、二次取得者が中心
であるが、他所からの転入も認められる。居住環境は概ね良好で住宅の需要は比較的多く、需給は概ね安定しており、地価
はやや上昇傾向で推移している。土地は、近年細分化の傾向が見られ、２千万円台が需要の中心となっている。また、新築
建売住宅は土地の細分化が進んでおり４０００千万円台が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 20－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

20 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社小林エステイト

長谷川由紀



尼崎市水堂町２丁目３４８番２

戸建住宅地

中小規模一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 20 40 戸建住宅地

-

２中専(70,180)
準防

尼崎市の住宅地域の需要は住環境や利便性が良好な地域を中
心に安定しているが、建築費や金融資本市場の変動等に注意
が必要である。

道路幅員が狭く街路条件はやや劣るが、生活利便性は概ね良
好な住宅地域で需要は安定しており、地価はやや強含みで推
移している。

個別的要因に変動はない。

比準価格は同一需給圏内の類似地域に位置する規範性の高い事例により求められており、市場の実態を反映した実証的
かつ説得力のある価格である。自用目的での取引が中心の住宅地域であり、かつ敷地規模も小さいため経済合理的な賃
貸経営が可能となる建物の建設が困難と判断し、収益還元法の適用を行わなかった。従って、規範性の高い比準価格を
標準とし、周辺標準地及び指定基準地との価格検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、今後も現況の住環境を維持するものと思われる。道路幅員が狭く、街路
条件はやや劣るが、生活利便性は概ね良好である。地価はやや強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 162,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

165,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+5.0

-6.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ立花駅北西
1km

ＪＲ立花
1km

(8)

西4.5m市道

２中専
(60,200)

準防

（その他）　　　　
(70,180)

特にない 基準方位：北
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「水堂町２－２２－５」

②地積

（㎡）

82

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 80  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

165,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

166,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.9％ ％

101.7 ］

101.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

165,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

-4.0

-1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

157,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

95.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 15日 正常価格

令和 6年 7月 1日令和 6年 7月 1日

13,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 165,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

135,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ東海道本線沿線を中心とする尼崎市中央西部の住宅地域で、需要者の中心は市内居住者及び地元地縁
者である。中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、狭小の道路が多く街路条件はやや劣るが、生活利便性は概ね良好
な地域であることから需要は堅調である。対象基準地と同規模の土地で１，０００万円台前半、新築戸建物件で３、０
００万円程度が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一
地点）である場合の検討

尼崎（県） 21－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

21 兵庫県

所属分科会名

兵庫２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

松本工務店　不動産鑑定士事務所

松本年弘



尼崎市次屋２丁目３７番

戸建住宅地

小規模一般住宅が密
集する住宅地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 10 50 戸建住宅地

-

１住居(70,180)
準防

取引件数は減少、新設住宅着工戸数は増加。利便性の高い地域で
は住宅需要は堅調であり、取引価格は上昇傾向。

地域要因に大きな変化は見られないが、周辺住宅地の地価動向の
影響も受け、地価は概ね上昇傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

周辺には共同住宅等も見られるが、画地規模が小さく経済合理的な賃貸経営が可能な建物の建築が困難であり、また、自己
使用の戸建住宅が主で、経済的に賃貸事業が成り立つ地域ではないため、収益還元法は非適用とした。一方、利便性を重視
する住宅地域では主たる需要者は近隣の取引相場を指標に意思決定するのが通常であり、比準価格の規範性は高い。よって、
比準価格を標準に、規準価格、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

小規模一般住宅が密集する住宅地域であり、地域要因に大きな変動はなく、今後とも同様の住環境を維持し、地価は上昇傾
向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 185,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

191,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 19

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

-8.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ尼崎駅北東方
950m

ＪＲ尼崎
950m

(8)

南東4.5m市道

１住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,180)

特にない。 基準方位　北
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「次屋２－２７－２１」

②地積

（㎡）

85

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 90  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

190,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

172,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.7％ ％

92.9 ］

101.2［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

190,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-2.0

-14.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

157,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

84.3 ］

100［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 15日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

16,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 190,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

145,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ東海道本線及び阪神本線沿線で、尼崎市南部の小規模一般住宅を中心とした住宅地域である。需要者の
中心は、概ね３０～４０代の１次取得者層で尼崎市に地縁のある市内居住者のほか、県外からの需要も認められる。利便性
がやや劣り、ＪＲ尼崎駅勢圏内では比較的割安な価格帯であるが、建築費の高騰で総額を抑えたい需要者が増え、地価水準
は上昇傾向。土地で２，０００万円前後、新築の建売住宅で４，０００万円台が需要の中心。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 22－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －

基準地番号 提出先

22 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

岡田不動産鑑定

岡田　文



尼崎市塚口町１丁目１７番１外

中層店舗地

中低層の店舗等が建
ち並ぶ商業地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 30 0 50 中低層店舗地

-

近商(90,400)
準防

海外情勢等の経済不安定要素は多いものの、阪神間の駅周辺商業
地の地価は上昇傾向が続いている。

駅南側再開発完了後は以前にも増して土地需要が増加しており、
地価は上昇している。

個別的要因に変動はない。

中低層の店舗等が建ち並ぶ商業地域で、自己の事業用に土地が取引されることが多い地域である。比準価格は、同一需給圏
内の類似取引事例から求められており、実証的価格として信頼性が高い。一方、収益価格は土地価格に比べ地域の賃料水準
が十分でないためやや低位に試算されたものと判断する。よって、比準価格を重視し、収益価格を関連付け、さらに周辺標
準地及び指定基準地との価格検討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗
Ｓ５

中低層の店舗等が建ち並ぶ駅前通りの商業地域で、人通りが多い繁華性の高い商業地である。駅前再開発後さらに需要が増
加しており、地価は上昇している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 512,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

538,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 7

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

0.0

-16.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急塚口駅北西
250m

阪急塚口
250m

(8)

北東9m市道､南側道

近商
(80,400)
準防

（その他）　　　　
(100,400)

特にない ９ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

785

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 35.0  ｍ、　規模 700  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

555,000 円／㎡

414,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

430,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+5.5％ ％

84.8 ］

102.0［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+4.0

0.0

角地

台形

　補正

台形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

540,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+5.0

-10.0

-4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

455,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

92.5 ］

105.5［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 25日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

424,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 540,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

420,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市をはじめとする阪神間の駅周辺の商業地域一帯である。需要者は地元に地縁牲を有する中小事業者のほ
か、広域に店舗展開する法人や投資家、不動産業者等である。金利上昇等の懸念は残るものの、人通りの多い駅前商店街で
店舗需要は強く、駅南再開発後も地価は上昇している。需要の中心となる価格帯については、取引される土地の規模によっ
て総額が大きく異なるため把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘



尼崎市潮江１丁目８１４番外

高層店舗兼事務所地

高層店舗・事務所ビ
ルが建ち並ぶ商業地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 40 0 高層店舗兼事務所地

-

商業(100,500)
防火

地区計画等

尼崎市の商業地の地価は総じて上昇傾向が認められ、稀少性の高
い駅前や繁華性の高い地域では上昇率が拡大している。

駅前商業地域で繁華性が高く、投資需要やマンション用地需要も
多いため地価は上昇傾向が認められる。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は駅前の商業地域であり、テナントビルが多く見られるが、地価に即応する賃料を得ることはやや困難である。ま
た、想定的要素が強い収益価格よりも現実の市場における複数の取引事例により求められた比準価格の方がより規範性が高
いと認められる。よって、比準価格を重視し、収益価格を関連付け、同一地点の公示価格との均衡にも留意の上、鑑定評価
額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＳＲＣ１０

商業施設や事務所ビル等が建ち並ぶ駅前商業地域であり、今後も現状のまま推移すると予測する。投資需要やマンション用
地需要に加え人流や商況の回復も見られ、地価は当面上昇傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 735,000円／㎡

公示価格 780,000円／㎡

標準地番号 尼崎 13-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

800,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 13

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ尼崎駅北西
270m

ＪＲ尼崎
270m

(8)

北27m市道

商業
(80,500)
防火

（その他）　　　　
地区計画等
(100,500)

特にない ２７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「潮江１－２－６」

②地積

（㎡）

3,975

( )

⑨法令上の規制等

2.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

100.0  ｍ、　奥行　約 40.0  ｍ、　規模 4,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

840,000 円／㎡

660,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

780,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+8.8 +2.6％ ％

100 ］

102.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 19日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

3,180,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 800,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

620,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市内の商業地域を中心として、阪神間の商業地域全域にわたる。需要者は企業やビル事業者等であり、地
元のみならず全国的な法人の需要も認められる。大規模商業施設や事務所ビル等が建ち並ぶＪＲ尼崎駅前の商業地域で繁華
性が高く、投資需要やマンション用地需要も多いため地価は上昇傾向が認められる。事業用地の取引価格は個別的要因によ
り様々であるため、需要の中心となる価格帯を一様に指摘するのは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

小杉不動産鑑定士事務所

小杉正樹



尼崎市杭瀬本町２丁目３９番１外

中層店舗兼事務所地

中層の店舗兼事務所
、銀行等が建ち並ぶ
商業地域

8

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 20 0 30 中低層店舗兼事務所地

-

近商(100,300)
防火

利便性や繁華性が良好な駅前や主要幹線沿いの商業地は希少性等
から需要は強い。それ以外の近隣商業地への需要は概ね堅調。

駅に近い路線商業地で、投資需要等が堅調で、地価は上昇で推移。

個別的要因に変動はない。

賃貸市場は成熟しているものの、取引市場では収益性を中心とした価格形成までは至っておらず、主な需要者は収益性に着
目しつつも需給動向や取引価格の水準を指標に価格決定している。したがって、比準価格を標準とし、収益価格を比較考量
して、鑑定評価額を上記の通り決定した。なお、下記標準地・指定基準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

店舗、事務所兼住宅
Ｓ３

国道沿いに中低層の店舗兼事務所、銀行等が建ち並ぶ商業地域で、当面、現状を大きく変えないものと予測する。投資需要
等が堅調なことから、地価水準はやや上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 253,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

261,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 8

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-11.0

+27.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神杭瀬駅北西方
250m

阪神杭瀬
250m

(8)

南28m国道

近商
(80,300)
防火

（その他）　　　　
(100,300)

特にない ２８ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「杭瀬本町２－１－７」

②地積

（㎡）

128

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

275,000 円／㎡

190,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

301,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.6％ ％

113.0 ］

101.8［ ］ 100［ ］

104.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

262,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

-3.0

+16.0

-6.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

263,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

103.7 ］

103.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 19日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

33,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 262,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

205,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市のほか阪神間の路線商業地域及び駅周辺に位置する近隣商業地域である。需要者は自用または賃貸目的
の事業者や個人投資家等である。駅に近い国道沿いの路線商業地域で、事業者や投資家等の需要が堅調である。取引が少な
いうえ、取引価額も地積等により様々で、中心となる価格帯は見出せない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



尼崎市南武庫之荘１丁目１４５番

中層店舗兼共同住宅地

中層の店舗兼共同住
宅が建ち並ぶ駅前の
商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 80 20 0 中層店舗兼共同住宅地

-

近商(90,300)
準防

尼崎市内商業地の需要は繁華性の高いエリアを中心に全般的に
底堅い。但し、引き続き金利や建築費の動向には注視が必要で
ある。

背後には住環境良好な住宅地域が広がる駅前商業地に存し、希
少性やマンション需要から、地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

中層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ駅前の商業地域にあって、近隣地域内において賃貸物件も多く見受けられるが、土地
価格に見合った賃料水準や投資対象としての利回り等が十分に形成し得ていないため、収益価格はやや低位に試算された。
よって、広域的に多数の信頼性のある取引事例を採用した実証的な比準価格を中心に、収益価格を関連付け、代表標準地
との検討を踏まえた上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼共同住宅
ＲＣ５

中層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ駅前の商業地域にあって、背後には環境良好な住宅地域が広がっており、今後も現況
を維持すると予測する。希少性の高い駅前の商業地で、地価は今後も上昇基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 455,000円／㎡

公示価格 470,000円／㎡

標準地番号 尼崎 2-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

480,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅南
80m

阪急武庫之荘
80m

(8)

北13m市道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(90,300)

特にない １３ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「南武庫之荘１－１３－２５」

②地積

（㎡）

238

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

494,000 円／㎡

371,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

470,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+5.5 +2.1％ ％

100 ］

102.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 8日令和 6年 7月 1日

114,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 480,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

380,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、尼崎市を中心として阪神間における商業地域をその圏域とする。背後には良好な住環境を有する住宅地域
が広がる武庫之荘駅前に存し、需要者の中心は、地元の不動産業者のほか、阪神間の法人や個人等様々である。人通りや
繁華性はコロナ禍前の状態に戻っており、堅調なマンション需要にも支えられ、駅前の希少性から地価は上昇傾向にある。
価格は規模や画地条件等により千差万別であり、需要の中心価格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 4－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社谷澤総合鑑定所神戸支社

石川 太朗



尼崎市武庫川町３丁目３番

３階建程度の店舗兼住宅地

低層の小売店舗、飲
食店等が建ち並ぶ商
業地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 30 20 10 低層の店舗ないし店舗兼住宅地

-

近商(90,300)
準防

尼崎市内の人口は変動幅が小さく微減傾向で推移している。市内
の商業地に対する需要は概ね堅調である。

旧来の近隣商業地域であり、地域要因に大きな変動はない。商圏
は小規模であるが、駅前に立地する希少性が認められる。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及び周辺の類似地域は自用のほか賃貸用不動産も散見されるが、賃貸想定は投下資本に見合う収益性を満たしてい
るとは言い難く、収益価格は比準価格と比べて低位に求められ、その精度も劣る。比準価格は同一需給圏内で実際に売買さ
れた不動産の取引価格を基礎とし、市場性が反映された実証性の高い価格と判断する。したがって、比準価格を標準に収益
価格を比較考量し、標準地及び指定基準地との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｗ２

低層の小売店舗、飲食店等が建ち並ぶ商業地域であり、地域要因に大きな変動はなく現状を維持するものと予測する。駅に
近く立地条件が良好なため、地価は強含みで推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 200,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

205,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

0.0

+12.0

+12.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神武庫川駅南東方
250m

阪神武庫川
250m

(8)

北東9m市道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(90,300)

特にない ９ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

52

( )

⑨法令上の規制等

1:3

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

4.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 52  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

211,000 円／㎡

145,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

265,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.5％ ％

127.9 ］

101.8［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

205,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+8.0

+113.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

455,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

234.6 ］

105.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

10,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 205,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

160,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市を中心とする阪神間の商業地域である。需要者は地元の個人事業主や阪神間の事業法人が挙げられる。
類似地域内の需給動向は、旧来の近隣商業地域であり、商圏は小規模で顧客は主に地元住民が中心であるが、駅に近く交通
利便性が良好なことから、希少性による一定の需要が認められる。中心価格帯は、画地規模や需要者の属性も様々なため見
出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 5－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社アレイズ兵庫事務所

川端　良明



尼崎市長洲本通１丁目３５番１

店舗事務所付共同住宅地

中高層の事務所ビル
等が建ち並ぶ商業地
域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北65 25 30 5 店舗事務所付共同住宅地

-

近商(100,400)
防火

景気は緩やかに回復し、企業収益も総じてみれば改善しており、
立地条件に優る地域を中心に市内の商業地の需要は堅調に推移し
ている。

地域要因に特段変動は見られず、希少性が高い新快速停車駅至近
の駅前商業地域のため商業地としての需要は根強く地価は強含み
である。

個別的要因に変動はない。

賃貸市場が成熟して収益性が認められる地域ではあるが、取引当事者が収益性に基づき意思決定する場面は比較的少なく、
投資対象としての利回り等や土地価格に見合った賃料水準が十分に形成されておらず収益価格はやや低位に試算され、相対
的に信頼性が劣るものと判断される。よって、市場の特性を反映し実証的で規範性の高い比準価格を中心に、収益価格を比
較考量して、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

共同住宅・店舗
ＲＣ１１

地域要因に特段変動は見られず、中高層の店舗・事務所ビル等が建ち並ぶ駅前商業地域として当面は現状を維持するものと
見込まれる。緩やかな景気回復や業況判断の改善等により、地価は堅調に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 580,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

625,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-5.0

-15.0

+8.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ尼崎駅南
90m

ＪＲ尼崎
90m

(8)

北16.8m市道､東側道

近商
(80,400)
防火

（その他）　　　　
(100,400)

特にない １６．８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「長洲本通１－４－２」

②地積

（㎡）

683

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

23.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 680  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

655,000 円／㎡

471,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

505,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+8.3％ ％

87.2 ］

102.7［ ］ 105.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+5.0角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

628,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-6.0

+34.0

+4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

735,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

133.6 ］

108.8［ ］ 105.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 20日 正常価格

令和 6年 7月 8日令和 6年 7月 1日

429,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 628,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

450,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は主に尼崎市及びその周辺の駅前を中心とする商業地域一帯。主な需要者はマンションデベロッパーを主とする
不動産事業者等や資金力のある法人投資家、広域的に店舗展開する事業者等が想定される。希少性が高い新快速停車駅至近
の立地条件のため、需要は強含みとなっている。取引される価格帯については、取引件数が少なく業種等による個別性が強
いことや特殊な事情が介在する事例も多いことから、需要の中心となる価格帯は見出し難い状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 6－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

阪神アプレイザルサービス

長谷川 一成



尼崎市立花町１丁目９５番５

低層店舗地

アーケード街に小売
店舗が連たんする駅
前商店街

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北15 15 20 20 低層店舗地

-

近商(90,400)
準防

主要駅周辺を中心に立地条件の良い商業地では供給が限定的であ
る一方、事業用地や収益不動産への需要が継続し、地価動向は堅
調。

立花市場やコープ立花の建替えによる周辺環境の変化も期待され、
地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

店舗等の賃貸市場は十分に成熟しているものの、同一需給圏では相場観を重視する市場参加者が支配的であり、収益性を中
心に意思決定するまでには至っていない。一方、比準価格は同一需給圏内から信頼性のある取引事例を収集して求められて
いる。よって、比準価格を標準とし、収益価格を関連付けて、規準価格、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記
のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｂ２

アーケード街小売店舗が連たんする駅前商店街であり、立花市場やコープ立花の建替えによる周辺環境の変化も期待され、
地価は上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 358,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

372,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 5

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

-5.0

-25.0

-4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ立花駅北方
170m

ＪＲ立花
170m

(8)

西8m市道

近商
(80,400)
準防

（その他）　　　　
(90,400)

特にない。 ８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「立花町１－１５－３」

②地積

（㎡）

65

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

5.0  ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 60  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

380,000 円／㎡

311,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

260,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.4％ ％

71.1 ］

101.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

371,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+5.0

+26.0

-4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

455,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.5 ］

105.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 15日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

24,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 370,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

290,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、尼崎市内を中心とする阪神間の駅周辺に位置する商業地域である。需要者は、自ら物販、飲食、サービス等
の店舗を営む個人や法人の地元事業者を中心に、これらの事業者に賃貸することを目的とする収益用不動産の投資家等も考
えられる。近隣居住者や通勤者の日用買回り品等が中心の商店街であるが、背後に充実した商圏を有し、周辺の商業施設と
も共存して一定の繁華性を維持している。既存店舗で総額３，０００万円以上が取引の中心帯である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 7－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

岡田不動産鑑定

岡田　文



尼崎市塚口町４丁目２１番２

中低層の店舗・事務所兼共同住宅地

低層の店舗、事務所
が多い路線商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 20 140 30 中低層の店舗・事務所兼共同住宅地

-

準住居(70,200)
防火

尼崎市の人口は概ね横ばい。コロナ禍は収束に向かい、雇用・消
費・投資等が回復し、商業地の地価は上昇傾向となっている。

店舗、事務所、住宅等が混在する路線商業地域であり、地域要因
に特段の変動はない。

個別的要因の変動は特に認められない。

賃貸市場の比較的成熟した路線商業地域であるが、土地価格に見合う賃料水準までは形成されておらず、収益価格はやや低
位に試算された。また収益価格の試算に当たっては想定項目も多く、流動的な面を有する。よって、信頼性・規範性の認め
られる取引事例より求めた比準価格を標準とし、収益価格を関連づけ、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、鑑定
評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

低層の店舗、事務所のほか住宅等が混在する路線商業地域であり、当面の間、現状のまま推移すると思われる。地価は上昇
傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 263,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

272,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 5

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

-9.0

+6.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急塚口駅北西
780m

阪急塚口
780m

(8)

東18m県道

準住居
(60,200)
防火

（その他）　　　　
(70,200)

特にない １８ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

247

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

281,000 円／㎡

212,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

260,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.4％ ％

97.4 ］

101.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 18日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

67,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 272,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

215,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、尼崎市のほか阪神間の幹線道路沿いの商業地域等である。主な需要者は地元事業者・不動産会社、及び沿道
型店舗のチェーン展開事業者等である。繁華性の程度は普通程度であるが、最寄駅より徒歩圏であることから近隣商業的性
格も有し、賃貸住宅の需要も見込まれる。地価は上昇傾向にて推移している。取引規模・価格水準は様々で中心価格帯の把
握は困難であるが、対象基準地と同程度の規模の土地で６５００万円～７０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 8－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社夙川不動産鑑定

山本　考一



尼崎市東難波町２丁目１６０番外

低層店舗地

幹線道路沿いに店舗
を中心に、一般住宅
等も見られる路線商
業地域

8

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 75 55 25 低層店舗地

-

２中専(80,200)
準防

尼崎市においては、人口は微減傾向にあり、個人消費は緩やかに
改善しており、雇用環境も改善が続く中、賃上げが広がっている。

県立病院至近の立地にあり、大型店舗用地への需要は比較的堅調
で希少性もあることから、地価は底堅く推移している。

個別的要因に変動はない。

賃貸用店舗等の収益物件も混在しているが、商圏等より土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、収益価格はや
や低位に試算された。需要者は代替競争関係にある事業用地の取引価格等を念頭に購入の意思決定を行うことから、実証的
な比準価格を重視し、収益価格を比較考量して、標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定し
た。

［

［

店舗
Ｓ２

当該地域は幹線道路沿いに店舗等が建ち並ぶ路線商業地域であり、今後とも現状を維持するものと予測する。近年開設した
県立病院至近の立地にあることもあり需要は堅調で、地価は上昇傾向を示すものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 298,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

305,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 8

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-2.0

-5.0

+6.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神尼崎駅北西
1.4km

阪神尼崎
1.4km

(8)

東20.5m県道､南側道

２中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(80,200)

特にない ２０．５ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「東難波町２－１４－７」

②地積

（㎡）

2,950

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

39.0  ｍ、　奥行　約 72.0  ｍ、　規模 2,950  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

318,000 円／㎡

219,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

301,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.3％ ％

99.7 ］

101.9［ ］ 103.0［ ］

104.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+3.0角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

303,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+6.0

-12.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

263,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

92.3 ］

103.4［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 18日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

900,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 305,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

230,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね尼崎市及び隣接市内の路線商業地域。需要者の中心は全国展開をする飲食店舗及び小売店舗、阪神間の不
動産業者、投資法人等である。大型店舗用地への需要は比較的堅調で、希少性もあるため地価は強含み傾向が継続している。
大規模商業地の取引件数は少なく、取引される価格帯も規模、取引事情等によりまちまちであり、需要の中心となる価格帯
は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 9－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

澤田不動産鑑定士事務所

澤田良一



尼崎市西昆陽１丁目７１９番６

沿道施設用地

低層の店舗が建ち並
ぶ国道沿いの路線商
業地域

8

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 80 110 60 沿道施設用地

-

準住居(70,200)
準防

尼崎市の商業地の地価は総じて堅調に推移しており、繁華性
や収益性の高い地域を中心に上昇率が拡大している。

低層の店舗が建ち並ぶ国道１７１号沿いの路線商業地域であ
り、車両交通量は多く繁華性は良好である。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は路線商業地域であり、収益物件も見られるが、土地価格に見合う賃料を得ることはやや困難である。また、
収益価格は想定的要素を含み、路線店舗は容積消化率が低いため収益価格は低位に求められる傾向がある。収益価格よ
りも現実の市場における複数の取引事例から求められた比準価格がより規範性が高いと認められるため、比準価格を重
視し、収益価格を関連付け、標準地及び指定基準地の価格との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗
Ｗ１

低層の店舗が建ち並ぶ路線商業地域で、今後も現状の商環境を維持するものと予測する。車両交通量の多い国道沿いに
存するため繁華性は良好で、地価は上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 217,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

224,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 9

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+3.0

0.0

+6.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅北西
2.8km

阪急武庫之荘
2.8km

(8)

西30m国道

準住居
(60,200)

準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない ３０ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「西昆陽１－２７－１８」

②地積

（㎡）

803

( )

⑨法令上の規制等

3:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

50.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 800  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

233,000 円／㎡

165,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

240,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.2％ ％

107.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

223,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+10.0

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

263,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

121.8 ］

103.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 15日 正常価格

令和 6年 7月 1日令和 6年 7月 1日

180,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 224,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

175,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は尼崎市内の路線商業地域を中心として阪神間の路線商業地域全域にわたる。需要者は飲食業や小売業等、
全国にチェーン展開する法人が中心であるが、地元の法人も認められる。交通量の多い国道沿いに存するため繁華性は
概ね良好で、事業用地の需要は比較的多く、地価は上昇傾向が認められる。事業用地の取引価格は個別的要因により様
々であるため、需要の中心となる価格帯を一様に指摘するのは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一
地点）である場合の検討

尼崎（県） 10－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

10 兵庫県

所属分科会名

兵庫２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

松本工務店　不動産鑑定士事務所

松本年弘



尼崎市神田中通３丁目３１番２

低層店舗地

小売店舗、飲食店等
が建ち並ぶ商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北65 10 35 25 低層店舗地

-

商業(90,330)
準防

尼崎市においては、人口は微減傾向にあり、個人消費は緩やかに
改善しており、雇用環境も改善が続く中、賃上げが広がっている。

アーケード街の中でも立地条件に優る地域であるため需要は底堅
く、地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

賃貸用店舗等の収益物件も一部混在しているが、自己使用目的の取引が中心となっており、アーケード街であるため中層階
以上の賃貸需要が極めて弱いこと等を反映した想定建物による収益価格はやや低位に試算された。想定される市場参加者は
現実の取引価格を指標として意思決定を行う傾向が強いため、比準価格を重視し、収益価格を比較考量して、標準地及び指
定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｓ２

当該地域は小売店舗、飲食店舗等を中心とするアーケード街で、今後とも現状を維持するものと予測する。最寄り駅から近
く、繁華性も高いため需要は堅調で、地価は上昇傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 455,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

461,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+8.0

+2.0

-8.0

+11.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神尼崎駅北西
350m

阪神尼崎
350m

(8)

南5.5m市道

商業
(80,600)
準防

（その他）　　　　
(90,330)

特にない ５．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

154

( )

⑨法令上の規制等

1:4

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

484,000 円／㎡

339,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

505,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.2％ ％

112.5 ］

102.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

464,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+10.0

+1.0

+45.0

+7.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

735,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

172.4 ］

108.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 18日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

71,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 465,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

360,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね尼崎市内の商業地域。需要者の中心は地元の小売・飲食業を営む個人又は法人である。当市随一のアーケ
ード街であり、駅に近く顧客の通行量が多い繁華性が高い地域での需要は堅調である。立地条件に優る商業地の取引件数は
少なく、取引される価格帯も規模、取引事情等によりまちまちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 11－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

11 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

澤田不動産鑑定士事務所

澤田良一



尼崎市南武庫之荘３丁目１３１番外

中低層店舗兼共同住宅地

店舗を中心に共同住
宅等が混在する路線
商業地域

8

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 150 60 50 中低層店舗兼共同住宅地

-

準住居(80,200)
防火

立地条件に恵まれた商業地は希少性が高く、少ない供給量から堅
調に推移している。

地域要因に大きな変化は認められない。山手幹線沿いで、コンビ
ニ等の店舗とマンションが混在している。地価は底堅い。

個別的要因に変動はない。

山手幹線沿いの路線商業地で、賃貸用不動産が見られるものの、自用目的の取引が多いエリアである。比準価格は、不動産
の市場性に着目した実証的な価格で、尼崎市内の路線商業地事例を用いて試算を行った。収益価格は、理論的な価格である
が、土地価格に見合う賃貸市場が形成されていない等の理由で、やや低位に算出された。本件では、比準価格を標準に、収
益価格を比較考量し、類似標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

山手幹線沿いに中低層の店舗やマンション等が建ち並ぶ路線商業地域である。地域要因については特筆すべき事項は見られ
ず、今後も現状維持で推移すると判断される。近年、地価は上昇傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 266,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

274,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 5

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+5.0

-8.0

+6.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅南東
1km

阪急武庫之荘
1km

(8)

南27m市道､背面道

準住居
(60,200)
防火

（その他）　　　　
居住誘導区域内

(80,200)

特にない 南２７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「南武庫之荘３－１５－１１」

②地積

（㎡）

1,171

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

22.0 ｍ、　奥行　約 50.0  ｍ、　規模 1,100 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

309,000 円／㎡

195,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

260,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.4％ ％

100.3 ］

101.8［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

+4.0二方路

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

275,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+4.0

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

263,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

102.9 ］

103.4［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 20日 正常価格

令和 6年 7月 1日令和 6年 7月 1日

322,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 275,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

210,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、尼崎市を中心に阪神間に広がる商業地域一帯である。需要者は、自己利用目的の中小事業者、全国で店舗展
開を行う大手法人、不動産業者等が想定される。背後住宅地の良好な住環境から山手幹線沿いには、店舗等の利用形態のみ
ならず、マンション等の立地も多く見受けられ、需要は底堅い。需要の中心となる価格帯については、画地規模等によって
ばらつきがあり、また取引される業種・業態によっても異なるため、把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 12－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －5

基準地番号 提出先

12 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

天海建物株式会社

金甲烈



尼崎市中浜町２４番外

大規模工場地

規模の大きい工場、
倉庫等が主体の工業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 70 160 180 大規模工場地

-

工専(60,200)

工業地については需要が強い一方、売り物件が少ない状況が続い
ている。臨海部等では物流施設や工場への活発な投資が続いてい
る。

臨海部の大規模な工業地で、旺盛な需要がある一方、売り物件は
少なく、市況は非常にタイトで、地価は上昇で推移。

個別的要因に変動はない。

後記３、（３）記載理由により収益価格は試算していない。取引市場では、取引価格の水準を指標に需給動向等も勘案して
価格決定されることが一般的と認められる。したがって、比準価格をもって鑑定評価額を上記の通り決定した。なお、下記
標準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

工場

規模の大きい工場、倉庫等が主体の工業地域であり、当面、現状を大きく変えないものと予測する。需要が強い一方、売物
件が少ない状況にあることから、地価水準は上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 102,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

122,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 3

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

0.0

+15.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神尼崎センタープー
ル前駅南方
1.6km

阪神尼崎センタープール
前
1.6km

(8)

南11m市道

工専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １１ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

21,638

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

140.0  ｍ、　奥行　約 150.0  ｍ、　規模 21,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

122,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

134,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+19.6％ ％

117.3 ］

109.0［ ］ 98.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

-1.0

-1.0

不整形

線下地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 19日 正常価格

令和 6年 7月 5日令和 6年 7月 1日

2,640,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 122,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

86,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪神間臨海部を中心に内陸部を含む工業地域で、広域に及ぶ。需要者の中心は製造業者や物流事業者等の法人
である。大阪都心部や高速道路ＩＣ等への接近性が良好な立地条件を備えていることやＥＣ市場の拡大による流通業務地に
対する活発な投資の影響から需要は堅調で、さらに売り物件の少なさもあって市況は非常にタイトである。取引が少ないう
え、取引価額は地積等により様々であり、中心となる価格帯は見出せない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －9

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



尼崎市西高洲町１６番４５

中小規模の工場地

中小規模の工場に倉
庫等も見られる工業
地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 90 50 60 中小規模の工場地

-

工専(60,200)

旺盛な物流需要や売物件不足により尼崎市内工業地の需要は全
般的に極めて強い。但し、供給状況や建築費の動向には注視が
必要である。

尼崎西ＩＣ背後の臨海工業地域に存し、生産地や消費地への接
近性に優れているため需要は旺盛で、地価は強い上昇基調にあ
る。

個別的要因に変動はない。

中小規模の工場に倉庫等も見られる工業地域にあって、自用目的での取引が中心であり、貸し工場等の収益物件は少なく、
賃貸市場が成熟していないため、収益還元法の適用は断念した。よって、広域的に多数の信頼性のある工業地の取引事例
を収集・選択し得た実証的な比準価格を標準として、地価公示標準地及び指定基準地との検討を踏まえた上、鑑定評価額
を上記の通り決定した。

［

［

倉庫兼事務所
Ｓ２

中小規模の工場に倉庫等も見られる工業地域に存し、今後も現状を維持すると予測する。旺盛な物流施設需要を背景に、
供給不足による高値水準での取引が定着化しつつあり、地価は強い上昇基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 135,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

160,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 7

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-3.0

-18.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神出屋敷駅南
1.1km

阪神出屋敷
1.1km

(8)

南西9m市道

工専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ９．０ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,499

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

38.5  ｍ、　奥行　約 38.5  ｍ、　規模 1,500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

160,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

118,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+18.5％ ％

79.5 ］

110.2［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

160,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

尼崎（県） -9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-3.0

-20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

102,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

77.6 ］

119.6［ ］ 100［ ］

98.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 24日 正常価格

令和 6年 7月 8日令和 6年 7月 1日

240,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 160,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

110,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、尼崎市を中心とする阪神間の工業地域である。需要者は、大阪や神戸等の消費地への接近性などを重視す
る全国及び地場の製造業者や物流業者等が中心となる。阪神高速神戸線及び湾岸線の最寄ＩＣ背後に位置しており、生産
地や消費地へのアクセスに優れているため、旺盛な物流用地需要や売物件の供給不足によって高値での取引が定着化して
おり、地価は強い上昇傾向にある。規模や画地条件等により様々で、需要の中心価格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 2－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －9

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社谷澤総合鑑定所神戸支社

石川 太朗



尼崎市次屋３丁目９４番

工場等の敷地

中小規模の工場、住
宅等が混在する工業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北55 70 70 20 工場等の敷地

-

準工(70,200)
準防

緩やかな景気回復や設備投資及び企業収益の改善等により、圏域
内では立地条件に優る地域を中心に工業地需要は堅調に推移して
いる。

地域要因に特段変動は見られず、最寄駅へはやや遠いが、内陸型
の中小工場地に関しても需要は旺盛であり、地価は堅調に推移し
ている。

個別的要因に変動はない。

中小規模工場や住宅等が混在する地域であり、近隣地域及びその周辺では自己使用目的の取引が中心となっており、収益性
を重視した価格形成が十分に行われていない状況のため土地価格に見合う賃料水準が形成されておらず、収益価格は低位に
試算され、相対的に信頼性が劣るものと判断される。よって、市場の特性を反映した実証的で規範性の高い比準価格を採用
し、収益価格は参考に留め、地価公示標準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

工場兼倉庫
Ｓ２

地域要因に変動は見られず、中小規模工場や住宅等が混在する地域として当面現状を維持するものと見込まれる。緩やかな
景気回復や設備投資及び企業収益の改善等により、引き続き地価は堅調に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 160,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

169,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

尼崎 10

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急園田駅南西
1.9km

阪急園田
1.9km

(8)

南8m市道

準工
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない ８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「次屋３－１１－３６」

②地積

（㎡）

1,061

( )

⑨法令上の規制等

台形
3:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

55.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 1,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

170,000 円／㎡

102,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

165,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+6.3％ ％

98.0 ］

103.6［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 9日　提出

宅地-1

0.0台形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 20日 正常価格

令和 6年 7月 8日令和 6年 7月 1日

180,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 170,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

130,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪神間及び周辺市町を含む県南東部を主とする混在地を含む工業地域一帯。主な需要者は概ね圏域内に地縁性
を有する製造業者や物流業者が中心で相当程度の規模の製造業者等も見受けられる。昨今の緩やかな景気回復の動きに伴い、
雇用の確保が比較的容易な内陸型の中小工業地の需要は堅調に推移している。取引される価格帯については、取引自体が少
なく、特殊な事情が介在する事例も多いことから、需要の中心となる価格帯は見出し難い状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

尼崎（県） 3－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

尼崎（県） －9

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

阪神アプレイザルサービス

長谷川 一成


